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 電子申請で利用できない文字
ローマ数字（Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ）、機種依存文字（髙、﨑、㈱、㈲など）、半角カタカナ

事前準備事前準備 電子申請する前に・・・
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〇社会保険労務士の電子証明書はパソコンにインストールされていますか?
また有効期限は切れていませんか?古い電子証明書が残っていると、正常に送信されない場合があ

るため、削除をおこなってください。
https://www.cells.co.jp/daityo-s/archives/59571

〇台帳起動画面の「事務所情報他」から連絡先に関する情報が登録されていますか?

〇事業所台帳の会社情報フォーム「基本データ」タブに、電子申請で利用できない文字が、
含まれていませんか?（住所欄にローマ数字、名称や氏名に機種依存文字など）

〇事業所台帳の会社情報フォーム「電子申請」タブにJPG形式またはPDF形式の提出代行証明書が、
登録されていますか?

〇事業所台帳の会社情報フォーム「電子申請」タブに、電子申請で利用できない文字が、
含まれていませんか?住所欄は都道府県名から登録されていますか?

〇初めて電子申請をおこなう場合は、「電子申請マニュアル 初期設定編」をご覧ください。
https://www.cells.co.jp/daityo-s/wp-content/uploads/manual/esyokinew.pdf



 社労士登録番号（８桁）は、連合会発行の社会保険労務士手帳に記載されています。
https://www.cells.co.jp/daityo-s/archives/138081

 社労士登録番号（４桁）は、雇用保険取得・喪失CSV方式の手続きに使用します。地域によって社労士登録番号の末尾
４桁ではない場合があります。所属の社労士会もしくは提出先にご確認ください。

 異なるバージョンの仕様チェックプログラムはインストールできないため、すでにVer.12.00未満のチェックプログラ
ムがインストールされている場合は、古いバージョンをアンインストールしてからインストールをおこなってください。 4

〇「台帳」V10.00.02以降からは、社保CSV申請で使用する社労士登録番号が8桁に変わりました。
「台帳」内の社労士事務所情報の2か所で社労士登録番号、1か所で社労士登録番号（4桁）の入力

をおこなってください。

〇日本年金機構のサイトより仕様チェックプログラムVer.12.00をインストールしてください。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/setsumei/20180305.html

① 8桁登録

② 8桁登録 ③ 4桁登録

事前準備 電子申請する前に・・・②



個人情報で扶養家族の情報を入力

扶養家族の情報を入力します。
３号被保険者が外国籍の場合
は「社会・雇用保険関係タ
ブ」よりローマ字氏名（３
号）の欄にも登録をしておき
ます。

 収入がある場合の年収見込額は数値で入力してください。（例:○1000000 ×100万円）
 職学校名等の項目は全て全角で入力してください。（例:○高校１年 ×高校1年)
 扶養家族の名前の最大文字数は１２文字です。（フリガナは25文字）
 住所欄にローマ数字（ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ）が含まれている場合は他の文字に置き換えてください。
 基礎年金番号は、ハイフンを含めて入力してください。
 該当の続柄が存在しない場合は、続柄項目に直接入力してください。 5

４



本人委任状を作成

eGovボタン→委任状→被保険者をク
リックして委任状を印刷します。
印刷後、本人確認の押印をもらい、
JPG形式またはPDF形式に変換します。

 複数の被保険者を一緒に申請する場合は、委任状のJPGまたはPDFファイル名をひとりずつ変えてください（同名ファイルは使用不可）。
 本人と被扶養者（第３号被保険者）の印鑑は同じでも構いません。（子供の場合は「委任者氏名」欄に記入する必要はありません）

３号を電子申請する場合は配偶者欄にも捺印が必要です。
 画像ファイルは任意のフォルダ（マイドキュメントやデスクトップなど）に保存してください。
 添付ファイルのサイズは1申請データの総容量が99ＭＢ以内に収まるようにしてください。
 電子申請及び電子媒体による届出の場合、事業主が被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に「届出意思確認済み」と

記載した場合、委任状を省略することが可能です。

被保険者印

３号届は
配偶者印も
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（代理人）

〒485-4854

（復代理人）

〒 485-0014 

① 「健康保険被扶養者 (異動） 届」

②

26 年 4 月 16 日

〒 485-0011

aaada.xls

㊞

㊞委任者氏名（第３号被保険者） 髙橋 茜

「国民年金第３号被保険者 （資格取得 ・ 種別変更 ・ 種別確認 （３号該当） 、資格喪失

・ 死亡 、氏名 ・ 生年月日 ・ 性別変更 （訂正））届」

平成

委任者住所 愛知県小牧市岩崎5-1053

委任者氏名 髙橋 裕次郎

社会保険労務士氏名 山田　太

電話番号 0999-99-9999

　私は上記の者を代理人及び復代理人に選定し、次の事項に関する手続きの権限を委任しま

す。

　この委任状をもって、私の電子署名に代えて、電子申請により以下の届書を管轄年金事務所

へ提出を行うこと。

電話番号 0568-22-3311

社会保険労務士事務所所在地 愛知県小牧市安田町1-2-5

社会保険労務士事務所名称 セルズ社会保険労務士事務所

委　　　任　　　状

事業所所在地 小牧市安田区新町180

事業所名称 株式会社　セルズ

事業主氏名 代表取締役  佐藤　豊



作成画面の起動

 1被保険者分のみ電子申請する場合は、社会保険関係の「被扶養者異動届」から電子申請することもできます。扶養届を申請する被保険者が
複数いる場合は、一度で申請できる「CSV扶養届」が便利です。

 1被保険者で5人を超える扶養家族は１度で申請できません。先に５人分申請し、後で６人目以降の申請をおこなって
ください。

 健康保険組合や共済組合、国保組合に加入されている場合など、「3号届」のみの届出が必要な場合は、「国民年金３号届」をクリックします。
7

1

1. 「全ての処理ファイル」をクリッ
クします。

2. グループで、「社会保険」を選択
し、右のリストから「取得関係」
をダブルクリックします。

3. CSV申請「被扶養者異動届」をク
リックします。
※外国籍の被保険者の場合、予め「３
号被保険者ローマ字氏名届」を作成し
ておきます（P.８参照）。

2

3



外国籍の３号被保険者の場合 ローマ字氏名届の作成
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1. 取得関係内の「3号被保険者
ローマ字氏名届」をクリックし
ます。

2. 「被保険者選択」ボタンをク
リックします。

3. 被保険者リストから被保険者を
選択し、配偶者と確認して必要
事項を入力して「OK」ボタン
をクリックします。

4. 3号届と同時に電子申請する場
合は、「PDF作成」ボタンから
「保存」すると、添付書類とし
ての画像ファイルが作成されま
す。（「印刷」ボタンをクリッ
クすると、A4普通用紙に枠ご
と印刷されます。）

1
2

３

４



電子申請データを作成 1

9

１

２

1. 「マスター設定」をクリックし
ます。

2. 空欄がないか確認して「登録」
→「OK」をクリックします。

≪エラー＆お問合せ≫ こんな時は?

●①マスター設定をクリックして「不明なエラーが起きました」とエラーが表示される場合は、インターネット通信環境の影響などで媒体
通番が取得できません。その後、フォーム上の「前回データ」をクリックして最後に使用した媒体通番を確認し、通番の欄に入力します。
●マスター設定で「登録」すると「ファイル名または番号が不正です」というエラーメッセージは提出代行証明書が確認できないことが考
えられます。会社情報に戻り、「参照」ボタンで再設定して下さい。
●社労士コードは、P.4の画面で登録します。
●初めて通番を利用して申請する場合は、媒体番号を「001」にして申請をします。

※媒体通番とは、年金事務所がデータ管理に利用する3桁の連番のことで、社労士が手続きを提出する年金事務所ごとに付番します。
この番号は電子媒体申請とCSV形式の電子申請データ共通のもので、001から始まり通番する手続きごとに１ずつ番号を足していき999に
なったらまた001に戻ります。欠番は問題ありませんが、すでに使用している番号を再使用すると年金事務センターで正しく処理ができない
ため返戻されます。
●一般企業が自社で電子申請する場合は提出代行を「利用しない」にチェックを入れます。
●媒体通番は、「台帳」でCSVデータを作成すると、過去作成したデータを元に自動付番されるようになります。



電子申請データを作成 2 （全パターン共通）

 本人委任状には異動届の場合は被保険者の捺印、３号届も申請する場合は配偶者欄にも捺印が必要です。
 個人番号を利用して申請をする際は、個人番号の「認証・取得」ボタンをクリックするか、個人番号を直接入力します。
 氏名に環境依存文字を含む場合、直接フォーム上で簡単な文字に修正してから登録ができます。（例:髙⇒高、﨑⇒崎） 10

1. 「被保険者選択」をクリックしま
す。

2. リストから被保険者を選択します。

3. あらかじめ作成しておいた被保険
者委任状（P.6参照）を選択します。

4. 委任状を省略する場合は「届出意
思確認済み」にチェックを入れま
す。

1

2

3 4



扶養家族の選択 パターン①取得時に配偶者や子の異動届と３号を一緒に申請

1. 異動の別で「1:追加」を選択
2. 配偶者である被扶養者は、該当タブを選

択しデータを入力
3. その他の被扶養者１以降の氏名で、配偶

者以外を選択しデータを入力
4. 「登録」をクリック

その他の被扶養者２以降があれば同様に入力し最後に
「登録」

 扶養家族を選択すると配偶者には個人情報に登録のある（氏名、氏名カナ、性別、続柄、生年月日、認定日、抹消日、職業、基礎年金
番号、収入）が、被扶養者１以降は（氏名、氏名カナ、性別、続柄、生年月日、認定日、抹消日、職業、収入）が自動表示され、入力必須項目
が含まれています。

 被保険者、扶養家族に使用できない文字や漢字が含まれる場合は、このフォーム上で代替可能な文字に直接編集してください。正式名称に
ついては、手書きした名称をスキャンして添付ファイルとして届出することも可能です。

 個人情報（扶養家族の職業欄）が空欄の場合、職業欄には自動で「1  無職」と入ります。
 配偶者以外は住所の入力は必要ありません。
 個人番号に入力がある場合は、住所は省略可能です。（個人番号がない場合は、備考欄に住民票住所を入力します。）
 収入に関する証明の添付が省略されている場合、所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族であることを確認し事業主確認欄を「１」にします。
 外国人の場合は、国籍、カナ、通称名の入力が必要です。

✓年間見込み収入を入力
（例:650万→6500000）

11

3
２

1

4

✓同居の場合は「同居」にチェック
✓年間見込み収入を入力（例:650万→6500000）
✓理由を選択（被保険者の取得は「１」を選択）

（理由が「５」の場合は右欄の理由は必須）
✓続柄確認済にチェック（被保険者と被扶養者の双方にマ
イナンバー記入あり、戸籍謄本等で続柄を確認した場合）



扶養家族の選択 パターン②子のみの取得

1. 異動の別で「１:追加」を選択
2. 被扶養者1の氏名に、手続する被扶

養者を選択しデータを入力

3. 「登録」をクリック
追加する扶養家族が2人以上あれば、被扶養者2
以降にも同様に入力し、最後に「登録」

 個人情報の続柄登録から子供は自動的に「01 実子養子」が選択されています。
 住所の入力は必要ありません。
 被扶養者ではない配偶者がいる場合は、「配偶者である被扶養者（第３号被保険者）」タブの「配偶者の年収」に年間の年収見込みを入力します。
 収入に関する証明の添付が省略されている場合、所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族であることを確認し事業主確認欄を「１」にします。

✓理由を選択
✓同居の場合は「同居」にチェック
✓続柄を選択
✓収入を入力（例:87万→870000、無収入は0）
✓続柄確認済にチェック（被保険者と被扶養者の双方にマイナン
バー記入あり、戸籍謄本等で続柄を確認した場合）

12

２
1

３



扶養家族の選択 パターン③被扶養者の削除

1. 異動の別で「２:削除」を選択
2. 被扶養者氏名に、手続する被扶養者

を選択しデータを入力
3. 「登録」をクリック

追加する扶養家族が2人以上あれば、同様に入
力し、最後に「登録」

 削除の場合、死亡であれば理由右欄の内容は入力不要です。
 個人情報の続柄登録から子供は自動的に「01 実子養子」が選択されています。
 後期高齢者医療制度加入該当者の場合(「被扶養者でなくなった理由」が「4. 75歳到達」、「5. 障害認定」の 時)のみ、「住所地」の都道府県名

に対応する数字を選択します。

✓理由を選択（06 その他の場合は欄右側も手入力）
✓抹消日（個人情報より自動入力）
✓続柄を選択

13

２

1

３



扶養家族の選択 パターン④被扶養者の登録変更の届出

1. 異動の別で「３:変更」を選択

2. 被扶養者の氏名に変更手続する被扶養
者を選択しデータを入力します。

3. 変更する箇所に入力します。

4. 「登録」をクリックします。

 １人の被保険者につき、被扶養者４名分の変更（配偶者、その他の被扶養者１～３）が可能です。

変更前の情報は備考欄に「変更前項目」「変更前情報」
を入力します。

14

２

1

４

３



 カナ氏名にミドルネームを設定する場合は、ミドルネームの前後に半角スペースを1文字入れます。被保険者氏名が「ネンキン K マサアキ」の 場合、
「ﾈﾝｷﾝ ｹｲ ﾏｻｱｷ」と設定します。

 漢字氏名にミドルネームを設定する場合は、ミドルネームの前後に全角スペースを1文字入れます。被保険者氏名が「年金 K 正明」の場合、「年金
ケイ 正明」と設定する

 外国人の場合は、「外国人の場合」枠内の国籍、通称名漢字（12字以内）・カナ（25文字以内）を入力します。通称名漢字は全角スペースを越える
場合や機種依存文字が含まれる場合は省略可能です。

被扶養者届（CSV）の文字数入力制限

≪被保険者/配偶者/被扶養者1～共通≫
 カナ氏名・・・半角25文字以内
 漢字氏名・・・全角12文字以内

≪被保険者/配偶者共通≫
 漢字住所・・・全角37文字以内

≪配偶者/被扶養者1～共通≫
 理由・・・全角24文字以内
 収入・・・半角数字7文字以内

≪日付項目共通≫
 左側・・・半角数字1文字（7 平成、5 昭和）
 左側・・・半角数字6文字

15



チェックプログラムの起動

被保険者を登録したら
「OK」をクリックします。
「データチェック」をク
リックし、チェックプロ
グラムを起動します。

 日本年金機構のチェックプログラムは、「台帳」で作成したデータ内容が、日本年金機構で指定されている形式に則って作成されているか
チェックするために必要です。また、電子申請データを作成するパソコンごとにインストールが必要です。チェックプログラムがパソコン
にインストールされているか確認するには、Windowsスタートボタン（画面左下）>すべてのプログラムから、社会保険届書仕様チェック
の項目があることを確認します。

 チェックプログラムはVer12.00をご用意ください。 16



 「SHFD0006.CSV/SHFD0006.TXTファイルがみつかりません」と表示されたら、P.11~14の該当の届出作成画面に戻り「登録」を行ってく
ださい。

 エラーが検出された場合は、P.11~14の該当の届出作成画面に戻り、「変更へ」ボタンをクリックした後、誤っている箇所を修正して下さい。
修正後、「変更」ボタンをクリックの上、再度データチェックを実行してください。

 「チェックプログラムがインストールされていないか、ファイルが見つかりません」と表示されたら、お手元のパソコンに日本年金機構が提供
している仕様チェックプログラムの12.00がインストールされているか確認してください。

データチェック

17

1. 提出先は年金事務所のまま提出方法は
「電子申請」にチェックを入れます。

2. ファイルの場所欄で 「C:¥」を
Deleteで消し、右クリック→貼り付け
ます。

3. 「チェック」をクリックし、「エラー
は検出されませんでした」が表示され
たら「OK」をクリックします。

エラーチェックの後、「×」にて仕様
チェックプログラムと被保険者を登録し
た「データ作成」フォームを閉じます。

2

1

3



電子申請データの作成

 必要に応じて「紙の通知書を希望」「添付書類」のチェックを入れます。紙の通知を希望すると事業所に決定通知書が送られます。
「添付書類」は本人委任状以外に添付ファイルがあれば「電子」にチェックを入れます。

 「添付ファイル」を添付する場合は、JPGまたはPDFファイルで作成してください。本人委任状などとファイル名が重複しないようにします。
 続柄がわかる資料、所得証明、前職の退職証明、同居証明などを添付する際は「添付ファイル」で事前にスキャナしたJPGファイル

を添付してください。
 「添付ファイル」ボタンからは「One shot PDF」機能により、自由に行政への連絡内容を入力したPDFファイルを作成して添付できます。

「One shot PDF」機能の詳細はこちら https://www.cells.co.jp/consult/yuukou/egov/post-24381
 添付ファイルサイズは、提出代行証明書などを含む全体のファイルの合計が20MB以内に収まるようにしてください。 18
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1. 「申請データ作成」をクリックします。

2. ３号のローマ字氏名届がある場合は
「参照」をクリックして選択します。
この他に添付ファイルがあれば指定し
ておきます。

3. 添付書類は必要に応じてチェックをつ
けておきます。

4. 「電子申請データ作成」をクリックし
ます。「送信トレイに保存されました。
作成したデータを電子申請します
か?」のメッセージが表示されたら
「OK」をクリックします。



 社労士認証が複数インストールされている場合は、手順３．の際に申請に
使用する社労士認証をダブルクリックして選択してください。

 送信待機から送信済には約6分以内に切り替わりますが、Cellsドライブサーバー
の状態によって時間は前後します。申請後の管理については別冊マニュアルを
ご覧ください。
【申請後のデータ管理】
https://www.cells.co.jp/daityo-s/wp-content/uploads/manual/sinnseisitaato-nodtetakannri.pdf

電子申請データの送信

1. エクセルメニューバー「電子
申請データ一覧」より「送
信」をクリックします。

2. 作成したデータを選択し、青
色に反転させたうえで、「申
請する」をクリックします。

3. 「選択したデータを申請しま
すか?」と表示されましたら
「はい」をクリックします。

4. 状況が「送信待機」となり、
一定時間経過後、送信済に変
わります。

19
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 上記操作は送信後にもおこなえます。

送信前の電子申請データの確認・削除

該当データの「詳細」ボタンをクリック
します。それぞれボタンに応じて以下の
処理をおこないます。
表示:申請データの表示
フォルダ:申請データを構成している
ファイルが確認できるフォルダを表示
控印刷:A4用紙に申請概要を印刷
削除:この電子申請データを削除
取下げ:雇用保険のみ申請の取下げ可能
更新:手動で状況を更新する

20

表 示 フォルダ 控印刷



 エラーとなった手続きは行政に到達していません。

 一度申請したデータは、エラー個所のみを直し再申請できないため、届出を作成し直す必要があります。

申請後に状況がエラーとなった場合

21

送信後、状況がエラーとなった場合は、ボタンをクリックしエラー内容を確認してください。

あらためてエラー個所を修正し、電子申請データを作成し直して送信してください。


